
- 73 - 

 

太平洋・島サミット 第３回中間閣僚会合 

（結果概要） 
 

平成 29 年１月 17 日 

外務省アジア大洋州局大洋州課 
 

１.全般  

（１） 平成 29 年１月 17 日, 東京の外務省飯倉公館において, 岸田大臣とロ 

ーリン・Ｓ・ロバート・ミクロネシア連邦外務大臣の共同議長の下, 太平 

洋・島サミット第３回中間閣僚会合（the 3rd Ministerial Interim Meeting  

of PALM:MIM3）が開催されました。会合には日本からは小田原政務官 

も出席し, 16 カ国から外務大臣等の首脳及び閣僚級の関係者が参加しま 

した。 

 

（２） 会合では, 第８回太平洋・島サミット（PALM８）に向け,（ア）第７ 

回太平洋・島サミット（PALM７）のフォローアップ,（イ）国際場裡で 

の協力,（ウ）自立的かつ持続的な発展, （エ）海洋に関する諸課題,（オ） 

PALM８に向けた方向性に焦点を当て, これらについて活発な議論が行 

われ,「議長総括（仮訳 PDF）/英文（PDF）」を採択しました。 

 

（３） 岸田大臣から, 活発な議論が行われたことについて、参加国に謝意を 

表明するとともに, 今後, PALM８に向けた準備を進めていく上で非常に 

良い出発点となった旨, 引き続き太平洋島嶼国と手を携えて協力してい 

きたい旨述べました。太平洋島嶼国からは, 日本が PALM７において行っ 

たコミットメントを着実に実施していることに対する深い謝意の表明が 

ありました。 

 

（４） 最後に岸田大臣から, PALM８を, 2018 年５月 18 日及び 19 日に福島 

県いわき市で開催することとした旨発表しました。 

 

２．各セッションの概要  

（１） ワーキングランチ 

（ア）PALM７のフォローアップ 

岸田大臣から, 2015 年の PALM７で日本が約束した, ３年間で 550 億 

円以上の援助及び約 4,000 人の人材育成・人的交流に関し, 約１年半の間 

に, 約 610 億円の支援及び 3,200 人以上の人材育成・人的交流を実施し,  

PALM８までに目標を達成する見込みであることを紹介し, 実施状況の詳 

細について小田原大臣政務官が説明を行いました。太平洋島嶼国からは,  

PALM７の着実なフォローアップに対する高い評価と謝意が表明されまし 

た。また, 岸田大臣は, 日本は, 太平洋島嶼国の自立的かつ持続的な発展に 

向け, 引き続き支援を行っていく旨表明しました。 
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（イ）国際場裡における協力 

岸田大臣から, 地域情勢や, 国連安保理改革、軍縮・不拡散を含む国際場 

裡において協力し, 太平洋島嶼国と一層緊密に連携していきたい旨述べ,  

太平洋島嶼国からは, 日本の立場に関する理解・協力が示されました。ま 

た, 岸田大臣からは, 太平洋島嶼国が国際社会においてイニシアティブを 

発揮していることに対する歓迎の意を表明するとともに, 日本としてでき 

る限りの支援や協力を行っていく旨表明しました。 

 

（２）第１セッション ： 自立的かつ持続的な発展に向けた取組 

（ア）環境関連課題対策 

   岸田大臣から, 気候変動問題について、すべての太平洋島嶼国がパリ協 

定を署名・締結し, フィジーが次回 COP23 の議長を務める等、各国の積 

極的な姿勢を評価しました。また, 防災や廃棄物処理についても、引き続 

き支援を行っていく旨述べました。これに対し、太平洋島嶼国側から, 日 

本の貢献を評価する発言があるとともに、引き続いての理解と更なる支援 

への期待が示されました。 

 

（イ）貿易・投資・ビジネス発展 

岸田大臣から, 太平洋島嶼国が自立的に発展することができるよう, 貿 

易や投資の促進やビジネス発展を通じて協力していく旨改めて確認しまし 

た。その上で, 日本と太平洋島嶼国の間の情報交換やビジネス・マッチン 

グ等の交流を一層促進していく旨述べました。これに対し, 太平洋島嶼国 

からは, 日本との経済関係強化の要望が寄せられました。 

 

（３）第２セッション（１）： 自由で開かれた海洋秩序 

（ア）法に基づく海洋秩序 

   岸田大臣から, 地域の平和, 安定及び繁栄の礎となる太平洋を確保する 

ためには, 法に基づく自由で開かれた海洋秩序の確保が重要である旨指摘 

するとともに, 紛争は国際法に基づき平和的に解決されなければならない 

との日本の基本的立場を述べ, 太平洋島嶼国との間で認識を共有し, 海に 

おける法の支配の３原則についても太平洋島嶼国との間でその趣旨につい 

て一致しました。 

 

（イ）海洋資源の持続可能な利用 

岸田大臣から, これまでの漁業分野における各国の協力に対する謝意を 

表明するとともに, 持続可能な漁業管理及び海洋環境保全等の分野におい 

て、共に取り組みたい旨述べました。太平洋島嶼国からは、重要な自然資 

源である海洋資源の持続可能な利用に向けて日本と協力していきたい旨反 

応がありました。 



- 75 - 

 

（４）第２セッション（２）： PALM８に向けたビジョン 

岸田大臣から, 喫緊の共通課題に, より効果的に取り組むため, PALM プ 

ロセスを強化していきたい旨述べるとともに, PALM８の成功に向けて緊密 

に協力していきたい旨述べ, これに対し, PALM８の共同議長となるサモア 

のトゥイラエパ首相を始め, 太平洋島嶼国からも賛意が示されました。 

最後に, 岸田大臣から, PALM８を 2018 年５月 18 日及び 19 日に福島県 

いわき市で開催するとした旨発表しました。 

 

※参加国 

ミクロネシア：ローリン・S・ロバート外務大臣 

ナウル：バロン・ディバベシ・ワンガ大統領兼外務・貿易大臣 

サモア：トゥイラエパ・ファティアロファ・ルペソリアイ・サイレレ・ 

マリエレガオイ首相兼外務貿易大臣 

クック：ヘンリー・プナ首相 

ニウエ：ポコトア・ラロトア・シペリ・社会福祉・法務・国土測量・ 

ニウエ語保存・教育・保険大臣 

マーシャル諸島共和国：ジョン・M・シルク外務大臣 

パプアニューギニア：リムビンク・パト外務移民大臣 

ソロモン：ミルナー・トザカ外務・貿易大臣 

バヌアツ：ブルーノ・レンゴン外務・国際協力・貿易大臣 

フィジー：チョネ・ウサマテ雇用・生産性・産業関係大臣 

パラオ：カスミル・レメンゲサウ特使 

ツバル：マッケンジー・キリトメ議会議員兼政府貿易・観光特使 

トンガ：タニア・ラウマヌルペ・タラフォリカ・ツポウ駐日大使 

キリバス：テーコア・イウタ・駐日大使 

オーストラリア：ダニエル・スローパー外務貿易省第一次官補 

ニュージーランド：スティーブン・ペイトン駐日大使 

PIF: アンディ・フォン・トイ事務局次長 

 

 

（了） 

 

 

 

 

 

 

 


